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１ 策定の背景 

本市は、古くは、日光街道と御成街道が合流する宿場町として栄え、今もその面影を残し、また、

「桜のまち さって」の由縁でもある、全国有数の桜の名所「権現堂堤」や、美味しいお米が採れる、

のどかな田園風景が広がるなど、自然豊かな歴史と文化のあるまちです。 

また、都心から 40Ｋｍ圏という立地から、昭和 40 年～50 年代にかけて人口が急増し、ベットタウ

ンとして発展しました。 しかし、全国的に少子高齢化や人口減少が進み、本市においても平成７年

をピークに人口減少に転じ、現在も減少の傾向が続いています。 

そんな中、平成２６年 5 月、民間のシンクタンクである日本創成会議が発表した「消滅可能性都市」

が発表され、本市はその対象として挙げられました。 

このまま少子高齢化や人口の減少が続くと、まち自体の活力が失われ、行政機能も低下する恐

れがあるため、市では、こうした人口減少に歯止めをかけるとともに、住みよい環境を確保していくこ

とを目的として、平成 28 年 1 月に、めざすべき将来の方向として３つの基本方針（柱）を定めた「幸

手市人口ビジョン」を、また、３月には人口減少と地域経済縮小の克服のため４つの基本目標を掲げ、

目標達成のための施策を定めた「幸手市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。 

そして、この戦略の施策の一つである「シティセールスの推進」について基本的な方針を定めて進

めることにしたものです。 

 

3つの基本方針（柱） 

・若者が住みたいまち幸手（若者の定住促進） 

・子どもを産み育てたいまち幸手（少子化、子育て対策） 

・魅力をアピールできるまち幸手（情報発信） 

【幸手市人口ビジョンより】 

4つの基本目標 

・基本目標１ 安定した雇用を創出する 

・基本目標２ 新しいひとの流れをつくる 

・基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

・基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、 

地域と地域を連携する 

              【幸手市まち・ひと・しごと創生総合戦略より】 

 

２ 方針の位置づけ 

この推進方針は、幸手市第５次幸手市総合振興計画との整合が図られた「幸手市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」の「基本目標２ 新しいひとの流れをつくる」に対応しているものです。 
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前述の背景から、現在、定住人口の獲得を目的として、まちの魅力をＰＲする「シティセールス」や

「シティプロモーション」を多くの自治体が行うようになりました。 

シティセールスとシティプロモーションの違いを明確にすることは難しいですが、本市ではそれぞ

れを以下のように解釈しました。 

◎シティセールス 

「セールス＝販売」という意味から、幸手市の魅力や特色、文化などを市外に発信し、市の

認知度の向上とイメージアップを目的とする活動。 

◎シティプロモーション 

「プロモーション＝販売促進」という意味から、幸手市のもつ魅力や特色、文化などにつ

いて再確認、発見、収集、磨き上げを行い、地域への愛着とブランド力の向上を図り、市内

及び市外への発信をより効果的なものとするための活動。 

  

 
図 シティプロモーション 【シティプロモーションの新たな展開 河井孝仁氏より】 

※1シビックプライド･･･ 住んでいる、働いているまちに「愛着」と「誇り」を持ち、自ら

もまちを形成する 1人であるということを認識すること。 

地域魅力
の創造

発信強化

シビック

プライドの
強化※1

地域への

参画向上

地域の

さらなる
魅力向上

市民に

よる推奨

市外からの

認知度・イ
メージ向上
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 シティプロモーションは、移住・定住人口の獲得のために行う活動ではありますが、単に人口を増

やすということではなく、幸手市の持つ魅力を市内外問わず効果的に発信し、地域のイメージや認

知度を高め、愛着と誇り、そして地域への参画の意欲を持った人たちを増やすことを目的とし、さら

なるまちの魅力の創造、発信につなげて行きます。 

 また、本市は、消滅可能性都市として挙げられた要因（２０～３０歳代の特に女性の人口減少率が

大きい）にもあるように、対象層（ターゲット）を明確にした戦略的なプロモーション活動も展開してい

く必要があります。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

         地域推奨意欲 

         地域参加意欲            地域推奨意欲 

         地域感謝意欲 

  

 

 

 

 

図 地域参画総量の増加 【シティプロモーションの新たな展開 河井孝仁氏より】 

 

参

画

・

関

与

意

欲 

 

地域参画総量 

定住人口 地域外ターゲット人口 

地域人口＋関与する地域外人口 

◎地域に参画する人を増やす➡幸手愛（ファン）の増加 
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本市のシティプロモーションにおけるおもなターゲット層を、以下のように設定します。 

 

 

 

 

             

   

 

 

 

    ※おもに都心に住む２０～３０代の共働きの夫婦で子どものいる世帯 

    （ＤＥＷＫＳ＝Double Employed With Kids） 

 

（ターゲット１ 市民）  

現在住んでいる人が「住みやすい」、「幸せを感じる」まち、そして、まちに「愛着」や「誇り」を持ち、

自慢をしたくなるようなまちにしていくための活動を行っていく必要があります。 

（ターゲット２ 市外に住む若い子育て世帯） 

  本市の人口減少の一因として、社会動態において社会減（転出超過）が挙げられ、特に２０～３０

歳代の転出が多くなっています。現在住んでいる同世代の転出抑制はもちろん、市外に住む若い

子育て世帯にも定住の地として選んでもらえるよう、子育てしやすい環境の整備・充実を図りな

がら、戦略的なプロモーション活動を展開していく必要があります。 

 

 
                          （幸手市人口ビジョンより） 
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１ 基本的な考え方 

  幸手市におけるシティプロモーションは、まず地元住民の幸せを第一に考え、自分の住むまちに

愛着と誇りを持ってもらう、住み続ける意欲を持ってもらうために行うものであり、これにより、まち

への愛着を持つ人が増え、わがまちのために「動き」を起こすことにより、まちの魅力の創造、まち

のブランドが確立され、市内への浸透、市外へのＰＲへとつながっていくという考え方のもとで推進

していきます。 

 

２ 基本方針 

 

 

  シティプロモーションは、行政だけの取り組みではなく、市民を主体とした、幸手に関わるすべて

のみなさんの協力が不可欠であり、心を一つにみんながつながる「オール幸手」の取り組みとして

推進していきます。 

 

 

 

図 みんながつながる「オール幸手」の取り組み 

シティプロモーション

活 動

☟

幸手を愛する人を増やす

まちの魅力の創造

地域ブランデイング

住民

企業・大
学・学校等

地縁団体
ＮＰＯ・市
民活動団
体等

議会・行政

自慢・発信（セールス） 

自慢・発信（セールス） 

自慢・発信（セールス） 

自慢・発信（セールス） 

自慢・発信（セールス） 

自慢・発信（セールス） 
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  幸手市のもつ魅力（地域の潜在力）を見つけ出し、他の地域にはない（差別的優位性）幸手市

ブランドを確立します。 

  「幸手市はこんなまちである、こんなまちになろうとしている」ということを明確にし、それに共感した

人に来てもらい、定住してもらうという人の流れをつくります。 

 

  地域の潜在力を見つけるためのヒント 

   地域の魅力は「文化」 

   しかし、文化が身近な日常であればこそ、当地の人はその価値を見過ごしてしまう。 

   しかも、「このまちには何もない」という思い込みが、大切な文化を見えないものに 

  してしまう。 

   だから、「このまちは魅力にあふれている」という自覚を当地の人が持つことが何よ 

り大事なこと。 

          研修資料「地域ブランディング」ビズデザイン株式会社より抜粋 

 

 

 

 

  シティプロモーションは、オール幸手の取り組みであることから、関わるすべての人がプロモーショ

ン活動について共通の認識を持つことが大切です。よって、情報が共有できるための方策の検討

や体制の整備を行っていきます。 

   また、幸手市の魅力をより多くの人に知ってもらうため、様々な情報発信ツールについて検討し、

幸手市のプロモーション活動に効果的なツールを選択して情報発信を行っていきます。 

 

3 推進の流れ 

      

ステップ１

•オール幸手による魅力の創造

•オール幸手による幸手ブランドの確立

ステップ２

•オール幸手による情報の共有

•オール幸手による情報発信

ステップ３

•幸手市の認知度＆イメージアップ

•幸手市を好きな人、愛する人の増加
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 シティプロモーションを推進していくためには、共通の認識のもと、みんなで協力しあえる体制を整

え、戦略的かつ効果的に行っていく必要があります。 

１ 行政の推進体制 

（１） 職員の職務に対する意識の向上 

市職員は、自身の職務に自信と誇りを持って臨み、市民の幸せとまちの発展を常に意識し

て取り組むことが大切です。  

（２） 全職員が幸手市のセールスマン 

    シティプロモーションは、一担当の仕事ではなく、組織全体の取り組みであることを認識す

るとともに、市長をはじめ職員すべてがセールスマンであるということを自覚して、幸手市に

愛着と誇りを持ち、ＰＲしていく必要があります。 

（３） 組織体制の整備 

    シティプロモーションを推進するための所管部署を新たに設置し、この部署を中心として全

庁を挙げて取り組んでいきます。 

        また、庁内外に協力体制（連携組織）を整備するなど、「オール幸手」による取り組みを推

進していきます。 

 

２ 行政以外の役割 

（１） 市民の役割 

 シティプロモーションは、市民のみなさんが主体となり、推進していくことが大切です。その

ために必要なのは、地域への活動に積極的に参加するなどして自分の住むまちをよく知り、

愛着を深めていくことですが、たとえ活動に参加できないとしても、個々の日常の生活を楽し

く、幸せを感じることのできる生活を送ること自体がプロモーション活動につながります。 

 毎日、どんな小さなことでもよいので「幸せだなぁ」と感じる時間をつくりましょう。こうした幸

せを続けることで、まちは「幸せ感」と「笑顔」にあふれ、「住む人が幸せを感じるまち」となり、

市外にも自慢のできるまちへと変わっていきます。 

（２） 企業、学校、大学、地縁団体、ＮＰＯ、市民活動団体等の役割 

 それぞれがそれぞれの目標の達成のために行う活動を充実させることで、その結果が地

域内の活性化へとつながっていきます。 

また、官民産学連携による地域活性化への取り組みを積極的に行うこと、また、行政同様、

まちのセールスマンであるという意識をもち、それぞれができるプロモーション活動を行うこと

が求められます。 
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 シティプロモーションの基本方針およびターゲットを踏まえ、目的を達成するための取り組みの内容

について検討、実施をしていきます。 

 

1 オール幸手で推進していくために 

取組名 取組主体 内容 

ワークショップの開催 全員 

（市民ワークショップ） 

 まちの魅力の再確認、新たな発見、地域ブランドの確立

のために語り合い、交流を深めることによって、参加者の

「幸手愛」をさらに高めます。また、意見や考え方をプロモ

ーション活動に活かしていきます。 

（職員ワークショップ） 

 職員の幸手市への愛着と誇りを高めること、地域の持続

的な幸せを実現するために、行政としてやるべきことなどに

ついて意見交換を行い、具体的な事業案を検討します。 

（仮称）シティプロモー

ション推進会議の設置 
全員 

シティプロモーションを推進するため、市民、企業、大

学、団体等、市内で活動する各分野の関係者との連携を

図り、意見交換や取組状況の検証などを行います。 

（仮称）ＰＲサポーター

制度の創設 
全員 

 市の魅力のＰＲに協力していただけるサポーターを募集

し、地域の情報発信力の強化とＰＲ活動を盛り上げます。 

マーケティング・ 

アンケート調査 
行政 

幸手市に関わる人々のまちに対する意識や現状などを

把握・分析を行い、シティプロモーション活動の戦略的、効

果的、効率的な実施につなげていきます。 
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２ 幸手ブランドの確立のために 

取組名 取組主体 内容 

キャッチフレーズの使

用 
全員 

シティプロモーションの動き出すきっかけとして、キャッ

チフレーズを設定します。幸手という地名は、「幸」＝「しあ

わせ」を連想させる非常に良いネーミングであることから、

活動のキーワードとして積極的に活用していきます。 

幸手市に来れば、また、住めばきっと何か幸せを手にすることができるというイメージ。 

幸せなまちというのは、人と人とのつながりを大切にし、助け合い、支え合いによって創られて

いくというメッセージと、このシティプロモーションが「オール幸手」で取り組んでいくという意気込

みを表現。 

ロゴデザインの作成 行政 

キャッチフレーズ同様、シティプロモーション推進のきっ

かけとして、シンボル的なロゴデザインを作成します。デザ

インは、公募により行うことで、市のＰＲにもつながります。 

地域ブランディング 全員 

「地域の魅力＝文化」を基本として、市民が納得する、

他の地域にはない地域の魅力（地域の潜在力）を見つけ

出し、地域ブランド（差別的優位性）として確立します。 

                                        地域ブランドを確立するために、左図のよう 

 な「地域魅力創造サイクルの考え方」により進  

 めます。 

                                        

発散→共有→編集→研磨（ブランドの確立） 

                                      ※矢印の大きさは関与する人が増えるイメージ 

を表しています。 

                                      ※共創エンジンを機能させ徐々にパワーアップ 

させていきます。 

                                         

      地域魅力創造サイクル （シティプロモーションでまちを変える 河井孝仁 著より） 

 

 

 

 

 

 

 

共創エンジン 

市民・企業・Ｎ

ＰＯ・行政など 

共有 発散 

研磨 編集 
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３ 情報の共有、発信力の強化のために 

取組名 取組

主体 

内容 

市職員の情報発信能力

の強化 

行政 

 

 全職員が、幸手市のセールスマンであるということを念

頭に、自分が行っている仕事の持つ意味を理解し、対象

となる相手にいかにわかりやすく伝えられるか、市民満

足、市民感動を意識した職務の遂行が行えるよう、意識

啓発のための周知や研修を実施します。 

広報紙、チラシ、ポスタ

ー、パンフレットなどの広

報物の活用 

行政 

「伝える」から「伝わる」を意識した紙面づくりを行いま

す。 

視覚的な工夫や市民（ターゲット層）が本当に必要とし

ている情報を提供していくなど、読み手のことを常に意識し

て作成します。 

市ホームページの充実 行政 

 情報化時代の今日において、まちの情報を入手する場

合、多くの人が、ホームページを閲覧することから、検索し

やすいホームページにするとともに、幸手市の魅力や特色

が一目でわかるようなページ構成を心掛け、見る人が飽

きることなく、興味や関心を持ってもらえるような、楽しいホ

ームページづくりを行っていきます。 

ＳＮＳの活用 全員 

 市は、情報をより多くの人に伝えるため、SNS（ソーシャル

ネットワーキングサービス）を活用した情報発信を行いま

す。 

【おもな SNS】 

Facebook（フェイスブック）Twitter（ツイッター） 

LINE（ライン）Instagram（インスタグラム）など 

※それぞれ使い方や効果などについて検証し、適切な媒

体を活用していきます。 

 また、個々の利用しているＳＮＳ媒体においても市の魅力

や特色、楽しい話題などを積極的に発信してもらい、「オ

ール幸手」でＰＲしていきます。 

ＰＲ動画の制作、配信 行政 
市をＰＲする動画を制作し、幸手市公式動画チャンネ

ル YouTubeにより配信します。 

データ放送の活用 行政 

新たな情報発信ツールとして、テレビ埼玉の市町村デ

ータ放送サービスに加入し、情報発信力の強化を図りま

す。 

フィルムコミッションＰＲの

検討 
行政 

テレビや映画のロケ、撮影地として市内が使われること

によるＰＲ効果が期待できることから、事業実施に向けた
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調査、検討を行います。 

メディアの活用 

（パブリシティの強化） 

 

行政 

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、タウン紙などへの情報提

供を積極的に行い、幸手市のＰＲを強化します。 

【パブリシティとは】 

市に関する情報について、プレスリリース（記者会見や

記者発表）などを通じてマスコミに提供し、報道されるよう

働きかける広報活動のこと。 

 

【ＰＲとは】 ＰＲ＝Public Relations（パブリックリレーションズ） 

   行政や企業、団体が一般社会との間に多面的なコミュニケーション活動を通じて良好なリ

レーションズ（関係）をつくっていくこと。 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

                

 図 ＰＲの流れ （自治体ＰＲ戦略～情報発信でまちは変わる～ より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥組織内

で情報共

有する 

ﾒﾃﾞｨｱ 

ソーシャル

メディアで

情報拡散 

自治体 市民など 

③ 情報発信（印刷物・ウェブサイトなどで直接伝える） 

④ 情報収集（アンケート、インタビュー、他事例収集など） 

① 記者に情報提供 

② 広告 

 

②③新聞・テレビ 

など 

⑤情報収集（意見を聞く） 
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１ 活動計画について 

  前述の想定される取組内容に記載された事項については、既に実施しているもの、実施予定のも

の、実施に向けた検討をするものがありますが、これ以外にも市の各分野における既存事業や新た

に計画される事業の中にも、シティプロモーション活動として展開できるものがあると思われます。 

 そこで、平成３０年度に専門部署が組織されることから、全課を対象とした事業の洗い出しを行い、

活動計画の策定し、推進していきます。 

  また、シティプロモーションについては、現在策定中の第６次幸手市総合振興計画（平成３１年度～）

にも位置付けるものとし、その実行性を確保していきます。 

   

２ 効果・検証について 

   幸手市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げられた「シティセールスの推進」における重要業績

評価指標（KPI）は次のとおりです。 

   

項目 当初値 目標値（平成 31年度） 

人口の社会動態の減少数 ２７４人 137人 

市ホームページの年間アクセス件数 178,696件 １９０,０００件 

   

 上記目標値の達成に向けてシティプロモーション活動を推進していきますが、それぞれの活動事

業についても、目標値を掲げて実施するとともに、PDCA サイクルによる事業の効果検証を行うこと

により、より効果のある活動の実施につなげていきます。 

 

３ 進行管理 

    本推進方針については、進行管理を行うものとし、方針の見直しなど柔軟に対応するものとし、

プロモーション活動の実行性を高めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      幸せなら手をつなごう 

               埼玉県幸手市 
         平成３０年 3 月 
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